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申告の際は、
マイナンバーの
提示が必要です

　社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入により、平
成３１年度 町・県民税申告書および平成３０年分所得税確
定申告書の提出の際には、マイナンバーの記載およ
び本人確認書類の提示が必要となります。
　必要な本人確認書類は次のとおりです。

マイナンバーカードには顔写真が付いているので、マイナンバーカードのみでマイナンバーおよび本
人の確認が可能です。

マイナンバーカード（個人番号カード）を  持っている方はマイナンバーカードを持ってきてください

ご記入いただくマイナンバーと、そのマイナンバーの持ち主であることの確認書類が必要です。

確認書類 ①　マイナンバーの確認書類
　　　　　　例）通知カード、住民票の写しまたは記載事項証明 等

確認書類 ②　マイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
　　　　　　運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などのうちいずれか１つ

　　　　　※上記以外の写真表示のない身元確認書類（保険証等）の提示のときには２種類以上の書     
　　　　　　類が必要です。例）保険証とキャッシュカード等

マイナンバーカード（個人番号カード）を  持っていない方は確認書類①と②を持ってきてください

かしこい
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「
法
務
省
管
轄
支
局
」
か
ら
「
総
合
消
費
料
金
に
関
す
る
訴
訟
最
終
告
知

の
お
知
ら
せ
」
と
い
う
封
書
が
届
い
た
が
、
心
当
た
り
は
な
い
。
今
後
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
。　
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】

　

同
様
の
相
談
が
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
や
、
架
空
請
求
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
決
し
て
相
手
に
連
絡
を
せ
ず
、

支
払
い
も
し
な
い
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。
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訴
訟
最
終
告
知
の
お
知
ら
せ
と
称
す
る
架
空
請
求
は
、
は
が
き
の
ほ
か
、

最
近
で
は
、
封
書
を
使
う
手
段
が
横
行
し
て
い
ま
す
。「
法
務
省
管
轄
支
局
」

と
名
乗
っ
て
い
ま
す
が
、
法
務
省
と
は
一
切
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
の
た
め
本
人
か
ら
連
絡
す
る
よ
う
に
と
、
書
面
で
強
調
し
て
い
ま

す
が
、
絶
対
に
相
手
に
連
絡
を
し
た
り
、
支
払
い
を
し
た
り
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
も
し
、
正
式
な
裁
判
手
続
の
訴
状
で
あ
れ
ば
「
特
別
送
達
」
と
記
載

さ
れ
、
裁
判
所
の
名
前
が
入
っ
た
封
書
で
、
郵
便
職
員
が
直
接
手
渡
す
こ
と

が
原
則
で
す
。

　

少
し
で
も
不
安
を
感
じ
た
ら
、
す
ぐ
に
最
寄
り
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

悪
質
な
架
空
請
求
に
ご
注
意
を
！
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